
                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国保健康保険システム（総合行政システム） 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

国民健康保険資格取得喪失事務、 

国民健康保険短期被保険者証及び資格証明書発行事務、 

国民健康保険給付事務のために利用する 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８続柄、９個人番号、１０健康・病歴、１１障害、

１２身体状況、１３精神状況、１４親族関係、１５家族状況、

１６居住状況、１７学業・学歴、１８職業・職歴、１９資産状

況、２０収入状況、２１納税状況、２２意見・要望、２３相談

内容 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び国民健康保険擬制世帯主 

記録情報の収集方法 本人、他の実施機関、他の官公庁、民間法人・団体（被用者保

険事業主、医療機関）から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報 ― 



                                

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国保総合システム（国保連合会） 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

深谷市国民健康保険被保険者の特定健康診査、特定保健指導、

糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施のために利用する 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８国籍、９続柄、１０個人番号、１１健康・病歴、

１２障害、１３身体状況、１４精神状況、１５家族状況、１６

意見・要望、１７相談内容 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 本人、他の実施機関、他の官公庁、その他（埼玉県国民健康保

険団体連合会）から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関、他の官公庁、その他（埼玉県国民健康保険団体

連合会） 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 



                                

行政機関等匿名加工情報

の概要 
― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税システム（総合行政システム） 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

国民健康保険税の賦課を行うために利用する 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８続柄、９個人番号、１０世帯状況、１１固定資

産税額、１２課税所得、１３国保税課税状況、１４収納状況、

１５口座情報、１６相談内容 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び国民健康保険擬制世帯主 

記録情報の収集方法 本人から申請書等により収集及び他部署や他官公庁から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
― 



                                

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民年金システム（総合行政システム） 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

国民年金被保険者資格取得・喪失事務における国民年金資格

の把握（新規加入・再取得・喪失）に利用するため 

国民年金保険料免除申請事務における国民年金受給資格を得

るための免除申請手続きに利用するため 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８国籍、９続柄、１０個人番号、１１婚姻歴、１

２家族状況、１３学業・学歴、１４収入状況、１５その他（受

付日、進達日、結果） 

記録範囲 国民年金被保険者 

記録情報の収集方法 本人、民間法人・団体（日本年金機構）から収集 

 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名
― 



                                

称及び所在地 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国保健康保険システム（総合行政システム） 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

国民健康保険資格取得喪失事務、 

国民健康保険短期被保険者証及び資格証明書発行事務、 

国民健康保険給付事務のために利用する 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８続柄、９個人番号、１０健康・病歴、１１障害、

１２身体状況、１３精神状況、１４親族関係、１５家族状況、

１６居住状況、１７学業・学歴、１８職業・職歴、１９資産状

況、２０収入状況、２１納税状況、２２意見・要望、２３相談

内容 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び国民健康保険擬制世帯主 

記録情報の収集方法 本人、他の実施機関、他の官公庁、民間法人・団体（被用者保

険事業主、医療機関）から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報 ― 



                                

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療システム（総合行政システム） 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

埼玉県後期高齢者医療保険料の徴収のために利用する 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８続柄、９個人番号、１０収入状況、１１家族状

況 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 埼玉県後期高齢者医療広域連合から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 埼玉県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☐有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
― 

作成された行政機関等匿 ― 



                                

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療標準システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長あての届出や申請等の受付 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８続柄、９個人番号、１０健康・病歴、１１収入

状況、１２親族関係、１３家族状況 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 本人から収集及び埼玉県後期高齢者医療広域連合から情報連

携により収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 埼玉県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☐有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
― 



                                

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 特定健診等データ管理システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

後期高齢者医療被保険者の健康診査の実施のために利用する 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６住所、

７電話番号、８国籍、９続柄、１０個人番号、１１健康・病歴、

１２障害、１３身体状況、１４精神状況、１５家族状況、１６

意見・要望、１７相談内容 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 本人、他の実施機関その他埼玉県後期高齢者広域連合から収

集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関その他埼玉県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市市民生活部保険年金課 

（所在地）〒３６６－８５０１ 

     埼玉県深谷市仲町１１―１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☐有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報 ― 



                                

の概要 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

― 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

― 

備考  

 


